
平成３１年度

うきは市立図書館協議会委員公募のお知らせ

図書館協議会とは、「図書館法第 14 条の規定に基づき、図書館の運営に関し

館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して

意見を述べる」機関です。図書館は住民が自由に学べる環境を提供する大切な

施設です。その運営に対して利用者の立場からの意見をぜひお聞かせください。

（１）募集協議会名 うきは市立図書館協議会

（２）募集人員 ２名

（３）任期及び会議の開催予定

２年間、協議会は年３回程度、平日昼間に開催予定

（４）応募資格

応募資格は次のすべての条件を満たす方とします。

①満２０歳以上の方

②市内に在住、在勤、在学の方

③図書館事業など生涯学習について幅広い見識と関心を持つ方

（５）応募方法及び募集期間

うきは市生涯学習センターとうきは市立図書館受付カウンターに所定の

応募用紙を備え付けていますので、２０１９年５月３０日（木）までに

うきは市立図書館まで持参又は郵送してください。なお、郵送の場合は、

２０１９年５月２９日の消印まで有効とします。

（６）選考方法

幅広くご意見がいただけるよう、協議会全体の性別・年齢構成等にも配

慮して図書館で選考を行い、結果は応募者に通知します。

（７）報酬等 市の規定による委員報酬

（８）その他 応募書類等はお返しできませんので、ご了承ください。

郵送・問合せ先

８３９－１４９７

うきは市浮羽町朝田５８２－１

うきは市教育委員会生涯学習課図書館 ＴＥＬ ０９４３－７７－３０５０

ＦＡＸ ０９４３－７７－３２２０

【広報うきは２０１９年５月合併号掲載予定】


